
平成19年8月24日

長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業　実施方針に関する質問回答

番号 資料名 ページ 項目 質問 回答

1 実施方針 P6/P23
第２-２　選定の手
順およびスケ
ジュール

現地説明会にて第1回と第２回で調査で
きる範囲は異なりますか。

基本的には、第１回現地見学会でご覧い
ただいた内容と同一と考えていますが、
特に既存の換気設備、エネルギー・イン
フラの状況や、普通教室以外の教室の状
況などを重点的に見ていただく機会を設
けたいと考えています。詳細は募集要項
等において示します。

2 実施方針 P10-11 第２-４－（2）－（ｲ）

長岡京市入札参加有資格者名簿に未
記載の者が、本プロポーザルに参加す
るためには、長岡京市入札参加資格審
査に申請し、登録する必要があります
が、募集要項公表までに準備すべきこと
があればご教示ください。また、申請、
登録期間はどれくらいを想定されていま
すか。ご教示ください。

長岡京市競争入札有資格者名簿に未記
載の者が、本プロポーザルに参加しようと
する場合には、資格審査書類の提出に
合わせて、長岡京市競争入札参加資格
審査の申請書類を提出していただくこと
を予定しています。本事業の資格確認に
合わせて、長岡京市競争入札参加資格
審査を行いますが、長岡京市競争入札
有資格者名簿への記載は、本事業の優
先交渉権者に選定された事業者のみを
対象とし、本事業の優先交渉権者に選定
されなかった場合は、長岡京市競争入札
有資格者名簿への記載は行わない予定
です。詳細は、実施方針（修正版）をご覧
ください。また、長岡京市競争入札参加
資格審査の申請手続き等については募
集要項等で示します。

3 実施方針 P12/P23
第２-４-（３）　参加
資格要件

平成８年度以降に室内機１０台以上か
つ・・・・・とありますが、長岡京市の内外
の実績を問いますか。また実績の証明
する方法は何で行いますか。

業務実績については本市の内外を問い
ません。また、業務実績の証明について
は、資格確認書類の提出時に、当該業
務に係る契約書等の写しを添付していた
だくことを予定しています。詳細は募集要
項等において示します。

4 実施方針 P12/P23

第２-４-（４）　同一
企業による複数の
担当についての要
件

１）設計者と工事監理者が同一企業に
なってもよろしいでしょうか。
２）設計者と施工者が同一企業になって
もよろしいでしょうか。

１）及び２）のご質問とも、ご指摘のご理解
で結構です。ただし、同一の事業対象箇
所（学校単位とします。）における「空気調
和設備等の施工業務」と「空気調和設備
等の工事監理業務」の両方の業務を、同
一の企業が担当することはできません。
詳細は、実施方針（修正版）をご覧くださ
い。

5 実施方針 Ｐ15
第２-７　特別目的
会社に関する取り
扱い

15Ｐにおいて「空気調和環境の調達及
び提供業務」及び「空気調和設備の所
有権移転業務」はＳＰＣ自ら実施とありま
すが、１２Ｐでのエ項では同業務を行う
構成企業の要件が記載されています
が、この場合、ＳＰＣと構成企業との関係
をどう想定されているのか、ご説明願い
ます。

「空気調和環境の調達及び提供業務」に
ついては、事業方式をBTO方式に変更し
たため、業務範囲ではなくなりました。「空
気調和設備の所有権移転業務」につい
ては、SPCを組成する場合は当該のSPC
が、SPCを組成しない場合は構成企業が
行ってください。詳細は、実施方針（修正
版）をご覧ください。

6 実施方針 P18 第４-２－（2）

校舎の屋上の使用については、認めら
れないとの文言がありますが、学校に
よっては各階にベランダが設置されてい
ます。ベランダを室外機置き場とするに
は児童の安全面、あるいは避難動線等
の障害があるのでしょうか。

安全上の観点から、原則として、ベランダ
には室外機は置けないものとします。詳
細は募集要項等において示します。

　平成19年8月7日までに受け付けた「長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業　実施方針」（平成19年7月11日
公表）に関する質問に対して回答します。なお、回答は現時点での考え方を示したものです。
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7 実施方針 P19/P23 第４-２-（２）

室外機等の置き場所については原則と
して学校教育活動に支障をきたさない
場所とありますが、その場所は募集要項
等で具体的な場所は示されますか。

室外機等の置き場に関しては、事業者の
提案に委ねたいと考えており、設置でき
ない場所等を具体的にお示しする予定
はありません。
　なお、実際の室外機等の設置場所に関
しては、事業契約締結後の設計等にお
いて、学校との調整を十分していただき
たいと考えています。

8 実施方針 P19/P23 第４-２-（２）
校内の樹木の移設について、樹木の保
証は伴いますか。

室外機やエネルギー設備の設置に関し
て、樹木の移設が必要となった場合に
は、適切な移設を行っていただきたいと
考えていますが、いわゆる「根付き」の保
証まで求めることは想定していません。
　なお、中庭における記念工作物、記念
植樹等については、移設を制限する場合
があります。

9 実施方針 P9/P23
第２-３-（５）　募集
要項の公表

募集要項等の中で以下の内容は示され
ますか。
１）現状のデマンド値、既設トランス容
量、分岐の予備
２）バルコニーの耐荷重、庇の耐荷重
３）学校周囲のインフラの状況
４）校内都市ガス配管配置
５）飛散性/非飛散性アスベストの設置
状況
６）トランスのPCBの含有の有無と含有時
の対処方法
７）工事施工時と同時に実施される改修
工事

１）については、募集要項等でお示しする
予定です。
２）、３）、４）については、募集要項等でお
示しする予定はありません。
５）については、募集要項等でお示しする
予定はありませんが、天井材等に非飛散
性のアスベストが利用されているものと想
定してください。
６）については、募集要項等でお示しする
予定はありませんので、第２回現地見学
会でご確認いただきたいと考えます。
７）については、現時点で耐震改修工事
等の大規模な工事は予定していません。
ただし、通常の軽微な修繕工事等は発生
する可能性があります。

10 実施方針 － －

第1回現地見学会の際、キュービクル内
部を見ることが出来なかったのですが、
今後、各校についての受電設備（キュー
ビクル）単線結線図の開示の予定はあり
ますか？
電気式空調機の設置検討には欠かす
事が出来ません。よろしくお願い致しま
す。

募集要項等でお示しする予定です。

11 実施方針 － －

既存の空調機がベランダに設置されて
いる学校がありましたが、今回の計画で
も可能でしょうか？
児童の出入はどの程度なものでしょう
か、避難経路となっていないのでしょう
か、等について御教示願います。

「6」の回答をご覧ください。

12 実施方針 － －

空調機の設置やキュービクルの増設に
より樹木の移植が必要となった場合、移
植後の根付保証は事業者負担となるの
でしょうか？
現状では地上の空調機設置場所と考え
られる場所に樹木の設置が多く見られま
す。

「8」の回答をご覧ください。

13 実施方針 － －

対象教室ですでに換気扇が設置されて
いる場所がありました。このような教室で
は今回の計画で換気設備を除外として
も良いでしょうか？

既設の換気設備がある対象教室におい
ては、既設の換気設備を利用しても構い
ません。換気設備のない対象教室におい
ては、新たに換気設備を整備することとし
ます。
　なお、対象教室には、換気扇が設置さ
れているものの、吸気のための設備（ガラ
リ等）がないものが多くあります。この場合
は適切に換気設備を整備していただきま
す。詳細は募集要項等で示します。

以上
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